
新型コロナワクチン接種について（第２３報） 

  町民の皆さまへ 

                            柴田町健康推進課 

１．令和５年度の新型コロナワクチン接種について 

 

対象：初回(１・２回目)接種を終了し、前回接種から３カ月以上経過した５歳以上で、下記

に該当する方 

① 65 歳以上の高齢者 

② ５～64 歳で基礎疾患※のある方、その他重症化リスクが高いと医師が認めた方 

③ 医療機関や高齢者施設、障害者施設等の従事者 

※該当する基礎疾患は最終頁参照 

 

対象：初回(１・２回目)接種を終了し、前回接種から３カ月以上経過した５歳以上の方全員 

※春開始接種(５~８月)には、オミクロン株対応２価ワクチン(ファイザーまたはモデルナ)

を使用します。秋開始接種(９~12 月)に使用するワクチンは、今後、国において検討さ

れる予定です。 

※初回(１・２回目)接種には従来ワクチンを使用し、これまで同様、月１回、集団接種にて

継続して実施します。 

 ※生後６カ月～４歳の方の接種は、個別接種にて継続して実施します。 
 

令和５年３月３０日 

令和５年春開始接種(令和５年５～８月) 

令和５年秋開始接種(令和５年９～12月) 

12歳以上

5～11歳

６カ月

～４歳

2022年度

特例臨時接種の延長＝ 自己負担なし

令和４年

秋開始接種

令和５年春開始接種

初回接種

（１・２回目接種）

追加接種

（３回目接種）

初回接種（１～３回目接種）

基礎疾患を有する方（５～11歳）は

さらに１回追加接種が可能

追加接種

９月以降

令和５年秋開始接種

初回接種（１・２回目接種）

を終了した

5歳以上のすべての方

■令和５年度における新型コロナワクチンの接種のイメージ

現行の特例臨時接種＝ 自己負担なし

2023年度

５月８日～８月

オミクロン株対応２価ワクチン

初回接種（１・２回目接種）を終了した

以下の方が対象

上記以外の方

オミクロン株対応２価ワクチン

オミクロン株対応２価ワクチン

オミクロン株対応２価ワクチン
従来型ワクチン

従来型ワクチン

使用するワクチン

は引き続き検討

・高齢者（65歳以上）

・基礎疾患を有する方（12～64歳）

・医療従事者等



２．令和５年春開始接種（５~８月）に係る接種券の送付及び予約方法について 

町では、令和５年春開始接種(５~８月)を、５月８日（月）から開始します。 

前回接種から３カ月以上経過した方に、次のとおり接種券を送付します。 

 

 

⑴ 原則として、５回目接種と同じ会場で接種の日時を指定し、接種券及び予約確認票 

を４月中旬から順次送付します。ご自身で予約する必要はありません。 

⑵ 接種を希望されない方、指定された会場・日時、ワクチンの種類で都合が悪い方  

のみ、柴田町新型コロナワクチン予約・相談センター（以下、コールセンター）へ

の電話により予約のキャンセルまたは変更を行ってください。 

  

  ⑴ 接種券のみを送付しますので、町内での接種を希望される方は、接種券がお手元に

届き次第、柴田町ワクチン接種予約サイトまたはコールセンターへの電話により、

ご自身で予約をお願いします。 

⑵ 町外のかかりつけ医や入院・入所施設等での接種を希望される方は、接種の実施・

予約方法等について、接種を受けようとする医療機関、入院・入所施設等に直接ご

自身でお問合せください。 

 

⑴ ４回目接種開始時（令和４年５～７月）に、①「新型コロナワクチン４回目接種に 

係る基礎疾患確認書」を提出していただいた方、②医療機関や高齢者施設、障害者

施設等の従事者で「接種券発行申請書」を提出していただいた方には、接種券を  

４月中旬から順次送付します。 

⑵ 接種を希望される方は、接種券がお手元に届き次第、柴田町ワクチン接種予約サイ

トまたはコールセンターへの電話により、ご自身で予約をお願いします。 

⑶ 新たに①基礎疾患に該当された方、②医療機関や高齢者施設、障害者施設等の従事

者となった方で、接種を希望される方は、運転免許証等の本人確認書類をご持参の

上、健康推進課で接種券発行の手続きをお願いします。 

⑷ 健康推進課にお越しいただくことが困難な方は、町ホームページに掲載している

「接種券発行申請書」の様式をダウンロードの上、郵送で申請することもできます。 

３．５～11歳の方のオミクロン株対応２価ワクチンの接種について 

⑴ ５~11 歳の方も、３回目接種以降、小児用のオミクロン株対応２価ワクチンでの 

接種が可能になりました。 

⑵ 前回接種から３カ月以上経過後に接種を受けることができます。 

⑶ 基礎疾患がある方は、春開始接種でさらに１回追加接種を受けることができます。 

⑷ 初回(１・２回目)接種には、これまで同様、小児用の従来ワクチンを使用します。 

65 歳（令和５年９月１日時点）以上の方 

１）５回目接種を町の集団接種または個別接種で受けた方 

２）２～４回目まで接種済みの方・５回目接種を町外の医療機関等で受けた方 

64 歳以下で基礎疾患のある方、または、医療機関や高齢者施設、障害者施設等の従事者 



令和５年春開始接種（５～８月）対象者フローチャート

初回(１･２回目)接種は
済んでいますか？

は
い

いいえ

まずは、従来ワクチンでの初回(１･２回目)接種を
受けてください。
月１回、集団接種にて実施しています。

６５歳以上ですか？
次のいずれかに該当
しますか？
・基礎疾患がある
・医療機関や高齢者
施設、障害者施設
等の従事者である

・５回目接種を町の集団接種または
個別接種で受けた方には、原則と
して、５回目接種と同じ会場で日時
を指定し、接種券及び予約確認票を
４月中旬から順次送付します。
ご自身で予約する必要はありません。
接種を希望されない方、指定された
会場・日時、ワクチンの種類で都合
が悪い方のみ、コールセンターで
予約の変更またはキャンセルを行っ
てください。

・それ以外の方には、接種券のみを
４月中旬から順次送付します。接種
券がお手元に届き次第、インター
ネットまたはコールセンターへの
電話により、ご自身で予約を行って
ください。

・町外のかかりつけ医や入院・入所
施設等での接種を希望される方は、
接種を受けようとする医療機関、
施設等にご自身で直接お問合せくだ
さい。

・接種券を紛失・破棄してしまった
方は、健康推進課で接種券の再発行
の手続きを行ってください。

４回目接種開始時
(令和４年５～７月)に、
「基礎疾患確認書」
または「接種券発行
申請書」を町に提出
していますか？

春開始接種の対象
ではありません。
秋開始接種（9～
12月）までお待ち
ください。

は
い

は
い

いいえ

スタート

いいえ

いいえ

運転免許証等の本
人確認書類を持参
の上、健康推進課
で接種券発行の手
続きを行ってくだ
さい。

春開始接種対象者

は
い

４月中旬から順次、
接種券を送付します。
接種券がお手元に届
き次第、インター
ネットまたはコール
センターへの電話に
より、ご自身で予約
してください。

春開始接種対象者

※春開始接種は、初回(１･２回目)接種済で、前回接種から３カ月以上経過した、①６５歳以上
の方、②５～６４歳で基礎疾患のある方、③医療機関や高齢者施設、障害者施設等の従事者の
方が接種を受けることができます。

※３～５回目の接種を受けていないため接種券がお手元にある方で、上記に該当する方は、その
接種券を使って接種を受けることができます。

※現在実施している令和４年秋開始接種（３～５回目のオミクロン株対応２価ワクチン接種）は、
町では令和５年４月22日(土)で終了します。まだオミクロン株対応２価ワクチンの接種を受け
ていない方で、令和５年春開始接種の対象でない方（健常な12歳以上65歳未満の方）が早期
の接種を希望される場合には、必ずそれまでに接種を受けてください。



春開始接種(5~8 月)の対象となる基礎疾患 

 

 

 

 

 

18 歳以上の方 

１．以下の病気等で通院／入院している方 

➊慢性の呼吸器の病気 

❷慢性の心臓病（高血圧を含む） 

❸慢性の腎臓病 

❹慢性の肝臓病（肝硬変等） 

❺インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病 

❻血液の病気（鉄欠乏性貧血を除く） 

❼免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む） 

❽ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている 

❾免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患 

❿神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等） 

⓫染色体異常 

⓬重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態） 

⓭睡眠時無呼吸症候群 

⓮重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持してい

る、または自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害

（療育手帳を所持している場合） 

⓯新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師に認められた方 

２．以下に該当する方 

⓰基準（ＢＭＩ30 以上）を満たす肥満の方 

 計算方法：身長（ｍ）×身長（ｍ）×30 で求めた値よりも体重が大きい方 

 身長 165 ㎝の場合：1.65（ｍ）×1.65（ｍ）×30＝81.7 ㎏以上の方 

※あなたの場        （ｍ）×   （ｍ）×30＝   ㎏以上で該当します 

５～17 歳の方 

以下の病気や状態の方で、通院／入院している方 

①慢性呼吸器疾患慢性呼吸器疾患 

②慢性心疾患 

③慢性腎疾患 

④神経疾患・神経筋疾患 

⑤血液疾患 

⑥糖尿病・代謝性疾患 

⑦悪性腫瘍 

⑧関節リウマチ・膠原病 

⑨内分泌疾患 

⑩消化器疾患 

⑪先天性免疫不全症候群、HIV 感染症、その他の疾患や治療に伴う免疫抑制状態 

⑫その他の小児領域の疾患（高度肥満、早産児、医療的ケア児、施設入所や長期入院の児、摂食

障害） 

〇 柴田町新型コロナワクチン予約・相談センター（コールセンター） 

☎０５７０－６６６－４６４（ナビダイヤル） 受付時間：平日 9：00～17：00 
  ※携帯電話からは 20秒ごとに約 10円、固定電話からは 60秒ごとに約 10円の通話料金がかかります。 
 ※受付開始直後や休日明けは、電話が繋がりにくいことがあります。その際は、時間をおいてお掛け直しください。 

〇 柴田町ワクチン接種予約サイト： https://jump.mrso.jp/043231/ 

健康推進課コロナワクチン接種推進班 ☎55-4135 
※接種のご予約はコールセンター（☎0570-666-464）まで 


